
令 和 ４ 年 ７ 月 1 5 日
宇治市上下水道部発行
〒611-8501 宇治琵琶33
TEL 0774-22-3141（代表）

１. 令和４年10月（12・1月検針分）より水道料金を改定します。
２. 新型コロナウイルス感染症や、物価高騰等の影響を踏まえ、
市民生活等の負担軽減のため水道料金の減免を実施します。

令和４年10月改定（12・１月検針分）からの新たな水道使用料・メーター使用料は以下のとおりです。
1. 水道料金の改定

〇水道使用料の基本使用料およびメーター使用料を6カ月分減免します。
　・令和４年度　第４期（10・11月検針分）の全額
　・令和４年度　第５期（12・１月検針分）・第６期（２・３月検針分）の半額

国からの交付金を活用し、市民や事業者の皆さまの負担軽減のため、全ての使用者を対象に、水道料金を減免します。
2. 水道料金の減免

【水道使用料】 〔税別〕（２ヵ月につき）

水量 使用料

家庭用 2,060円 17㎥から
40㎥まで 161円 41㎥から

80㎥まで 196円 81㎥から
120㎥まで 208円 121㎥

以上 227円

営業用 2,060円 17㎥から
40㎥まで 161円 41㎥から

80㎥まで 213円 81㎥から
1,000㎥まで 269円

1,001㎥
以上 280円

官公署・学校・
保育所・団体用 5,460円 21㎥から

40㎥まで 241円 41㎥から
200㎥まで272円

201㎥から
2,000㎥まで 310円

2,001㎥
以上 349円

工場・
事業所用 5,460円 21㎥から

40㎥まで 273円 41㎥から
200㎥まで325円

201㎥から
2,000㎥まで 350円

2,001㎥
以上 365円

浴場営業用 2,060円 17㎥から
40㎥まで 161円 41㎥

以上 97円

臨時工事用 20㎥ 7,320円 21㎥
以上 366円

16㎥

20㎥

20㎥

16㎥

16㎥

1段 2段 3段
用途/使用料

基本使用料 超過使用料(1㎥につき)

4段

〔税別〕（２ヵ月につき）

〔税込〕

13㎜ 20㎜ 25㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜ 125㎜

260円 280円 340円 520円 1,680円 2,460円 3,420円 7,300円

【メーター使用料】
150㎜

7,400円

使用水量 新料金
2カ月　36㎥ 6,116円

現行料金
5,324円

影響額
792円

※１カ月の影響額は
396円です。

下水道使用料は
改定しません。

ご自身の水道料金を
宇治市ホームページで
確認いただけます！

令和４年度 第2期
6・7月検針分
(現行料金)

※支払い月は検針月の翌月です

第3期
8・9月検針分
(現行料金)

第4期
10・11月検針分
(現行料金)

第5期
12・1月検針分
（新料金）

第6期
２・３月検針分
（新料金）

令和5年度 第1期
４・５月検針分
（新料金）

（水道料金の例）家庭用で2カ月に36㎥使用・口径20ｍｍの場合　　　　　　　　　　　　　　　　
  水道料金＝（①基本使用料＋②超過使用料+③メーター使用料）×消費税　
　　　　　  （①2,060円＋②161円×20㎥＋③280円）×1.1＝6,116円

超過使用料 超過使用料 超過使用料

基本使用料
メーター使用料

基本使用料
メーター使用料

基本使用料
メーター使用料基本使用料

メーター使用料
（全額減免）

基本使用料
メーター使用料
（半額）

基本使用料
メーター使用料
（半額）

基本使用料
メーター使用料
（半額減免）

基本使用料
メーター使用料
（半額減免）

超過使用料 超過使用料 超過使用料

従来の「低所得者用途
料金」は、新たに低所
得の方を対象とした
減額制度へ移行し、引
き続き低所得者の方
の上下水道料金の軽
減を図ります。

早見表

計算表



◉これからも安心して水道水をお使いいただくために

◉なぜ水道料金が上がるの？▶▶▶水道料金改定の背景

◉宇治市の取組は？▶▶▶収支改善に向けた経営努力など

　今後も引き続き、水道事業の健全経営に努めながら、水道施設の耐震化と更新整備により、強靭化を着
実に進め、市民や事業者の皆さまへ、安全な水道水を確実かつ持続的に供給してまいりますので、ご理解
とご協力をお願いいたします。

❶水道料金収入の減少
　水道事業は皆さまからいただく水道料金収入を主な財源として運営しています。
　しかし、人口の減少や、節水型機器の普及による節水意識の高まりにより、水道料金収入は減少傾向にあります。今後、水道料金収入は
毎年減少し、10年後には現在と比べて約３億円減収する見込みです。

❸京都府営水道の受水費改定
　宇治市の水道水の約70％を京都府営水道から受水（購入）しています。
　京都府においても、老朽化による水道施設の更新・耐震化などにより、受水費（購
入費）が改定されています。

❷水道施設の老朽化と自然災害への備え
　宇治市では昭和40年代の人口急増期に整備した浄水場や
配水池、管路等の水道施設の老朽化が進んでいます。老朽化し
た管路が破損した場合、漏水や断水等が発生するおそれがあ
るため、これらを更新・耐震化し、地震などの自然災害への備
えを進める必要があります。

１. 営業業務の委託、職員数削減等
　市民サービスの向上や経営の効率化を図るため、水道料金の問い合わせに対応する窓口・電話受付業務や
水道の閉開栓業務など、委託業務拡大に取り組みます。
　また、上下水道事業間の業務を合理化し、職員数の削減を行います。

２. 国庫補助金の活用や企業会計の適正化
　国庫補助金を活用し、建設事業の財源とします。
　低所得者に対する料金軽減を継続するため、新たに一般会計から支援を受け、企業会計の適正化を図ります。

令和４年度～７年度の４年間で約22億円の財源不足が見込まれており、収支改善が必要となります。

　上記の経営努力等の結果、令和４年度～７年度の４年間で約５億４千万円の収支改善となる見込みです。

　また、新型コロナウイルス等の状況を踏まえ、水道料金の改定時期を可能な限り遅らせた10月（12・1月
検針分）からの改定とします。

「配水管工事の様子」

「水道管の老朽化による漏水」

目標項目

浄水場の耐震化率

配水池の耐震化率

基幹管路の耐震適合率

令和2年度実績

74.4％

38.3％

25.2％

令和12年度目標

82％

87％

31％

約22億円の収支不足
⬇⬇

19．5％の料金改定が必要

約22億円の収支不足
⬇

19．5％の料金改定が必要
14．4％までの料金改定に

抑制しました。
14．4％までの料金改定に

抑制しました。
経営努力等により
約５億４千万円改善


